
名古屋市移動支援事業従業者養成研修事業者登録事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、名古屋市における移動支援事業に従事する従業者を養成

する為に、名古屋市移動支援事業従業者養成研修事業者（以下「事業者」

という。）の登録について、必要な事項について定めるものとする。  

 

（研修の課程及び方法） 

第２条 研修の課程は移動支援事業従業者養成研修（知的障害者支援）課程と

し、趣旨及び修業期間は別表第１のとおりとする。  

２ 研修の科目、時間数等については別表第２のとおりとする。  

３ 講師職種例は別表第３のとおりとする。 

４ 研修は、講義、演習及び実習により行うものとする。ただし、講義は、通

信の方法によって行うことができるものとする。  

 

（申請者） 

第３条 事業者の登録を受けることができる者は、原則として愛知県に事業所

を有する法人とする。ただし、法人格を有さない団体であっても、次の各

号に掲げる要件をいずれも満たす場合には法人に準じて取り扱うものとす

る。 

 (1) 代表者が定められていること。 

 (2) 組織の運営について規約、会則等を有し、責任関係が定められている

こと。 

 (3) 団体の行う事業に対し適正な経理が行われていること。 

 (4) 保健・福祉事業について相当の実績を有していること。  

 

（登録の申請） 

第４条 事業者の登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、移

動支援事業従業者養成研修事業者登録申請書（第１号様式）を受講者の募

集を行おうとする日の２月前までに、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。  

 (1) 学則  

 (2) 研修日程表（第２号様式） 

 (3) カリキュラム（第３号様式） 

 (4) 講師一覧（第４号様式）  

 (5) 就任承諾書（兼講師要件確認票）（第５号様式）  

 (6) 講義室及び演習室使用承諾書（第６号様式）  

 (7) 演習室の図面（必要教材の配置を記載すること。）  

 (8) 実習施設利用計画書（第７号様式） 

 (9) 実習施設承諾書（第８号様式） 

 (10) 修了証明書及び修了証明書（携帯用）の様式（第９号様式）  

 (11) 研修事業についての収支予算（第 10 号様式）及び研修事業について

の事業計画（２年間）（第 11 号様式） 



 (12) 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款及び登記簿謄本 

 (13) 申請者の資産状況が分かる書類 

 (14) 使用するテキスト又はテキスト作成指針との対応等概要の分かるも

の 

 (15) その他市長が事業者の登録に関し必要があると認める書類 

３ 講義を通信の方法によって行う場合にあっては、前項各号に定める書類に

加え、次の書類を添付しなければならない。  

 (1) 添削指導及び面接指導実施要領（受講者に配布する受講要領）  

 (2) 添削指導に関する問題形式一覧及び添削指導日程（第 12 号様式） 

 (3) 添削指導に関する問題集、解答用紙及びその模範解答集  

４ 前項第１号の面接指導に係る必要時間数は１時間以上とする。 

５ 登録の申請は、課程ごと及び講義の方法の別ごとに行うものとする。  

 

（読み替え） 

第５条 申請者が法人格を有しない団体である場合は、前条第２項第 12 号中

「法人」とあるのは、「法人格を有しない団体等」と、「定款その他の基本

約款」とあるのは、「当該団体等の会員、組織、運営方法などを記載した会

則等」と読み替えるものとする。 

 

（事業者の登録） 

第６条 市長は、申請者及び研修内容等が、次の各号に掲げる要件に適合する

と認める場合は、事業者の登録をするものとし、事業者の登録をする場合

は、事業者登録通知書（第 13 号様式）により当該事業者にその旨を通知す

るものとする。 

 (1) 申請者に関する要件 

  ア 事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の

安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。  

  イ 事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類

等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。  

  ウ 登録を受けた事業を継続して少なくとも年１回以上実施できること。   

  エ 不慮の事態が発生した場合における養成研修の継続について、適正な

体制が整備されていること。 

  オ 過去に登録取消し処分を受け、又は登録を受けずに研修を行った事業

者でないこと。 

  カ 講義を通信の方法で行う場合は、原則として過去に通学課程において

継続した実績が認められること。 

  キ 本要綱で定める義務を適正に履行できると認められること。  

  ク 名古屋市暴力団排除条例（平成 24 年名古屋市条例第 19 号）第 2 条第

2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でなく、かつ同

条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団（以下｢暴力団｣という。）又は暴力

団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 (2) 研修内容等に関する要件 

  ア 研修の内容は第２条に定めるもの以上の内容であること。ただし、人



権に関する科目、緊急時の対応に関する科目などの必要な科目及び時間

数を追加しても差しつかえないこと。  

  イ 講義、演習を担当する講師について、各課程の各科目を教授するのに

ふさわしい知識、技術、資格及び実務経験を有する者が必要な人数確保

されていること。 

  ウ 演習を実施するための定員に見合う広さの会場及び必要物品が確保

されていること。 

  エ 実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用し、適当な実習指導

者による指導が行われること。 

  オ 受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に定める事項を明

らかにした学則を定め公表するとともに、受講予定者に対しては事前に

充分説明すること。 

   (ｱ) 開講の目的 

(ｲ) 研修の名称及び課程 

(ｳ) 実施場所 

(ｴ) 研修期間 

(ｵ) カリキュラム及び使用する教材 

(ｶ) 講師氏名及び職名 

(ｷ) 実習施設 

(ｸ) 研修修了の認定方法 

(ｹ) 募集時期 

(ｺ) 受講資格 

(ｻ) 受講定員 

(ｼ) 受講手続 

(ｽ) 授業料、実習費など受講者が負担すべき費用  

(ｾ) 研修欠席者に対する補講の方法及び補講に係る費用等の取扱い  

(ｿ) 研修の延期・中止等の不慮の事態が発生した場合における養成研

修の継続及び苦情等に対する対応等 

(ﾀ) 研修修了者名簿が市長に提出され、管理される旨の記載  

 (3) 通信の方法によって講義を行う場合の要件 

  ア 受講者が学習にあたって通信の方法によらない講義と同等の効果が

得られるよう添削指導及び面接指導を行うこと。 

  イ 添削課題の作成及び添削には、前号イに規定する要件に該当する講師

（以下「要件該当講師」という。）があたること。 

  ウ 添削課題は、受講者の自習学習を容易にし、各科目ごとの理解を深め

るため科目ごとに複数の課題を設け、そのうち１問は論述式の課題とす

ること。なお、添削課題は、福祉制度等の改正、社会情勢の変化、介助

理論及び技術等の進展に則し、適宜改訂すること。  

  エ あらかじめ合格点を設定し、これに満たない場合は、再度課題を課し

て合格点に達するまで指導を徹底すること。  

  オ 添削済み答案の送付の際には、模範解答及び解説集をあわせて送付す

ること。 

  カ 質問用紙を用意し、受講者の疑問に対し、要件該当講師によりすみや



かに回答できるようにすること。 

  キ 面接指導は、要件該当講師により行うこと。 

  ク 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室

が確保されていること。 

  ケ 実習は、講義科目の添削課題及び演習が修了した受講生に対し行うこ

と。 

２ 市長は、申請者が第１項に定める要件を満たさないものと認めるときは、

相当の期間を定めて申請の補正を求め、又は理由を付して申請を却下する

ものとし、申請を却下する場合は、事業者登録申請却下通知書（第 14 号様

式）により当該事業者にその旨を通知するものとする。 

３ 研修受講者の募集は、事業者の登録を受けた後でなければ、行うことがで

きない。 

 

（登録研修事業の開始等） 

第７条  事業者は、登録申請書に記載の研修を開始したときは、10 日以内に

事業着手届出書（第 15 号様式）を市長に提出しなければならない。 

なお、申請書に記載の研修が複数の場合はその都度提出するものとする。  

２ 事業者が、計画した研修事業を延期又は中止する場合は、研修事業開始予

定日の 10 日前までに、事業延期届出書（第 16 号様式）又は事業中止届出

書（第 17 号様式）を市長に届け出なければならない。ただし、再延期は認

めないものとする。 

３ 事業者は、延期した研修に着手した場合は、前２項に定めるところにより、

市長に届け出るものとする。 

 

（研修事業計画承認申請書の提出） 

第８条 事業者は、登録された後、登録申請書に記載の研修以外の新たな研修

を実施する場合は、受講者の募集開始の１月前までに、必要事項を記載し

た事業計画承認申請書（第 18 号様式）を市長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の事業計画承認申請書の内容について、市長は適当な方法により公開

することができるものとする。 

３ 市長は、提出された事業計画承認申請書の内容を審査し、第６条第１項の

要件を満たすと認める場合に限り当該事業計画を承認するものとし、事業

計画を承認する場合は、事業計画承認通知書（第 19 号様式）により事業者

にその旨を通知するものとする。 

４ 事業者は計画した研修事業に着手した場合、 10 日以内に事業着手届出書

を市長に提出しなければならない。 

 

（研修修了の認定方法） 

第９条 事業者は、第６条第１項第２号アに定めるカリキュラムの全日程を受

講した者に対し、修了証明書及び修了証明書（携帯用）を交付するものと

する。ただし、研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認

められるものについては、第２条第１項に定める修業期間内に補講等の代



替措置を講じることにより当該科目に出席したものとみなすことができる

ものとする。 

 

（変更の承認） 

第 10 条 事業者は、次の各号に掲げる事項に変更を加える場合には、市長の

承認を得なければならない。 

(1) カリキュラム 

(2) 研修修了の認定方法 

(3) 講義を通信の方法で行う場合の添削指導及び面接指導並びに問題集、解

答用紙及び模範解答集 

２ 前項の承認を受けようとする事業者は、登録事項変更申請書（第 20 号様

式）を変更を加える１月前までに市長に提出しなければならない。ただし、

第７条第１項に定める事業着手届提出後においては、変更事項の生じた時

点において、速やかに提出するものとする。  

３ 前項の書類の提出にあたっては、変更申請の内容に応じて第４条第２項各

号で定める書類を添付するものとする。  

４ 市長は変更の申請内容が、第６条第１項に定める要件に適合すると認める

ときは、これを承認するものとする。 

 

（変更の届出） 

第 11 条 事業者は、前条第１項各号に掲げる事項以外の事項について変更を

加えた場合には、市長に届け出なければならない。 

２ 前項の届け出をしようとする事業者は、変更を加えた日から 10 日以内に

変更の内容、変更時期及び理由を記載した登録事項変更届出書（第 21 号様

式）を市長に提出しなければならない。 

 

（事業の休止、廃止又は再開） 

第 12 条 事業者は、事業を休止、廃止又は再開した場合には、事業を休止、

廃止又は再開した日から 10 日以内に、休止・廃止・再開届出書（第 22 号

様式）を市長に提出しなければならない。ただし、事業を休止する場合の

期間は、２年を超えることができないものとする。  

２ 事業者は、事業を再開した場合において新たに研修を実施する場合は、第

８条に定める手続きを経るとともに、変更等がある場合は前２条に定める申

請もしくは届出をしなければならない。 

 

（事業報告書の提出） 

第 13 条 事業者は、各研修事業修了後１月以内に、事業実績報告書（第 23 号

様式）を市長に提出しなければならないものとする。  

２ 前項の事業実績報告書には、次の書類を添付しなければならないものとす

る。 

 (1)移動支援事業従業者養成研修修了者名簿（第 24 号様式） 

 (2)実習履修証明書（第８号様式の２） 

 (3)修了認定の根拠となった受講者の研修への出席状況等を記した書類の写



し 

 (4)カリキュラム担当講師の出講状況等を記した書類の写し  

 (5)移動支援事業従業者養成研修事業についての決算（見込）書 

 

（事業者の留意事項） 

第 14 条 事業者は、事業運営上知り得た受講者の秘密の保持に留意し、個人

にかかる情報については適切に管理しなければならない。  

２ 事業者は、実習にあたって実習施設等の利用者の健康、安全及び人権につ

いて最大限の配慮をするよう受講者を指導するとともに、実習において知

り得た個人の秘密の保持について、十分に留意するよう受講者を指導しな

ければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第 14 条の２ 事業者は、その事業の運営に当たっては、暴力団を利すること

とならないようにしなければならない。  

 

（研修事業の調査及び指導） 

第 15 条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業に関

する報告及びこれに関する書類の提出を求め、又は事業者の同意を得て実

地に調査することができる。また、研修事業の実施等に関して適当でない

と認めるときは、事業者に対して改善指導を行うことができる。  

２ 市長は、前項に定める改善指導について改善が認められるまで、研修事業

の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ研

修事業中止命令書（第 25 号様式）により、事業者にその旨を通知するもの

とする。 

 

（登録の取消し） 

第 16 条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取

り消すことができる。 

 (1) 第６条第１項各号に掲げる要件及び第 14 条の 2 に適合しなくなったと

き。 

 (2) 登録申請又は実績報告等において虚偽の申請又は報告等を行ったとき。 

 (3) 研修事業を適正に実施する能力に欠けると認められるとき。  

 (4) 事業の実施に関し、不正な行為があったとき。 

 (5) 前条に定める改善指導に従わないとき。 

 (6) 違法な行為があったとき。 

 (7) 第６条第１項第１号クに該当しないこととなったとき又は第４条第１

項  の申請をした当時に第６条第１項第１号クに該当していなかった

ことが判明したとき。 

２ 市長は、前項に定める登録の取り消しを行う場合においては、あらかじめ

事業者登録取消通知書（第 26 号様式）により、事業者にその旨を通知する

とともに、その内容について公開するものとする。  

 



（聴聞の機会） 

第 17 条 市長は、第 15 条第２項の規定に基づき研修事業の中止を命ずる場合

及び前条の規定に基づき登録の取り消しを行う場合においては、事業者に

対して聴聞を行うものとする。 

 

（関係書類の保存） 

第 18 条 事業者は、受講者の研修への出席状況等修了の認定に関する書類及

び修了者台帳等修了者に関する書類を保存しなければならない。  

 

（カリキュラム） 

第 19 条 研修の実施にあたっては、原則として講義、演習、実習の順序で行

うものとする。実習については、実習施設等の利用者の健康、安全及び人

権に配慮し、必要なオリエンテーションを修了した後に行わなければなら

ないものとする。 

 

（演習） 

第 20 条 演習室には、研修に必要なベッド、車椅子等を配置し、カリキュラ

ムの内容を実施するために必要な教材を受講者の数に応じて用意しなけれ

ばならない。 

２ 演習室は、前項の教材を配置した上で、十分な研修のスペースが確保でき

るものでなければならない。 

３ 実技指導は、サービス利用者の健康、安全及び人権に配慮した内容とし、

特に緊急時の対応については指導を徹底しなければならない。 

 

（実習） 

第 21 条 実習施設は、事業者の責任において、あらかじめ確実に確保しなけ

ればならない。 

２ 事業者は、レポートの提出など適切な方法により実習実績を確認しなけれ

ばならない。 

 

（テキスト） 

第 22 条 テキストは、各課程の各科目を教授するのに適切な内容のものを用

いなければならない。 

 

（委任） 

第 23 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 21 年 1 月 21 日から施行する。 

２ 第６条に定める登録又は却下の通知は、次表に掲げる事務処理期限を設け

て行うものとする。 

 



申請書受理日 月の１日から 15 日まで 16 日から末日まで 

登録通知又は却下通知 翌月１日 翌月 16 日 

注  申請書受理日とは、必要書類が全て添付された申請書を受理した日をい

う。  

 

附 則 

 この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年 7 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和 2 年 12 月 1 日から施行する。 

 


